
デイサービスセンター向陽園 

共生型生活介護 料金表 

令和５年 9月現在 

※下記料金表単位数に新潟市の地域区分（７級地）１０．１８円を乗じて 

算出します。 

１． 介護給付費給付サービスに関する利用料金（１日あたり） 

施設利用に関する利用料金 

施設利用料自己負担 

 
介護給付費給付（Ａ）                          

共生型生活介護サービス費（Ⅰ）  ６９３単位／日 

障害支援区分３以上（５０歳以上の方は区分２以上）の方が対象になります。 

 

各種加算（Ｂ） 

（基準に定めた職員配置等を実施した場合加算されます体制加算と実績に応じたその他加算

がございます。体制加算は当月の職員体制により加算が変更になります。令和３年４月現在  

部が対象です。） 

加算種類 内容 金額 

人員配置体制加算（Ⅰ） 

区分５または６に該当される方または

それに準ずる方の総数が利用者の合計数

の６０％以上であり、常勤換算による職員

数が利用者数を１．７で除した人数以上で

ある際にいただく費用です 

２１２単位／日 

人員配置体制加算（Ⅱ） 

要介護１～５の方と区分５または６に

該当される方またはそれに準ずる方の総

数が利用者の合計数の５０％以上であり、

常勤換算による職員数が利用者数を２で

除した人数以上である際にいただく費用

です 

１３６単位／日 

人員配置体制加算（Ⅲ） 

常勤換算による職員数が利用者数を２．

５で除した人数以上である際にいただく

費用です 

３８単位／日 

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 

 常勤で配置された職員のうち、介護福祉

士等が 35％以上配置された際にいただ

く費用です 

１5単位／日 

福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 

常勤で配置された職員のうち、介護福祉

士等が２５％以上配置された際にいただ

く費用です 

１０単位／日 

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 

共生型生活介護従業者のうち、常勤の割

合が７５％以上である、または３年以上従

事している者が３０％以上である際にい

ただく費用です 

６単位／日 



初期加算 
利用開始日より３０日以内の期間につ

いていただく費用です 
３０単位／日 

リハビリテーション加算 
 リハビリ担当職員が計画を作成、実施し

た際にいただく費用です 
２０単位／日 

食事提供体制加算 

 収入が一定以下の利用者に対し、事業所

が食事を提供した場合にいただく費用で

す 

30 単位／日 

常勤看護職員等配置加算（Ⅰ） 

 看護職員を常勤換算で１人以上配置し

ている際にいただく費用です 

 

１９単位/日 

欠席時対応加算 

急病等により利用を中止された際に連絡

調整や相談援助を行った場合にいただく

費用です。 

９４単位／回 

（月４回まで） 

 

★ 加算の他に基準に達しない場合の減算もございます。 

★ 今後もサービス提供体制に変更がある場合は、都度料金表差し替えにて同意とさせてい

ただきます。 

★ 各種加算はその時点での職員配置状況により変更される場合がございます。予めご了承

下さい 

 

※利用者負担の減免について 〔利用者負担に関する月額上限〕 

１ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて月額負担上

限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。 

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額 

一般２ 一般１以外の課税世帯 ３７,２００円 

一般１ 
市町村民税課税世帯（年収概ね６００万以下） 

※施設入所者で課税世帯は一般２となる 
９,３００円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

 

２．食費に関する利用料金 

自己負担額（Ｃ）                          （単位：円／日） 

基準額 減免 

７３０／日 ※３２０／日 

※食事提供体制加算対象者（受給者証に記載）は食材料費のみの負担となります。 

 

３．入浴に係る水道光熱費 

自己負担額（D） 

 

入浴 1回につき 

 

 

５００円 

 

 



３．その他サービスに関する実費負担利用料金（E）          （単位：円） 

項目 料金 備考 

美容（カット） 2,000  

理容（カットのみ） 2,000 顔そり追加の場合は＋５００ 

理容（顔そりのみ） 1500  

その他 実費 外出時食事代や小遣い等 

★ 利用料金に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更させ 

ていただきます。 

 

 

４．利用料金合計 

 

 月額利用料金は、介護給付サービスにかかる利用料金（Ａ・Ｂ）、食費に関する利用

料金（Ｃ）、入浴に係る水道光熱費（D）、その他サービスに関する実費負担利用料金

（E）の合計額となります。 

 

 

令和   年   月   日 

 

上記の説明を受け、利用料金に対する内容に同意しました。 

 

ご利用者       住所                        

 

           氏名                      印 

 

 

ご利用者の家族等   住所                        

 

           氏名                      印 

 

           続柄          


